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《分科会》

フ ラ ン ス に お け る放送 と通信 の 融合く1）

一 2004年法 に み る制度設計一

井　上 　禎　男

1　 は じめ に

　1982年以降の フ ラ ン ス で は 、私信 （correspondence 　privee ）と して の 性 格 を有 しな

い もの で 、 か つ 「電気通信 （tel6c。mmunication 　et　telecommunicati 。ns ）」の 手段 に よっ

て 公 衆 に情報 を送受す る 「視 聴覚 通信 （c・mmunicati ・n ・audi ・visuelle ）」概念 （わ が 国

の 「放送」概念 よ りもひ ろ い 概 念）が 立 て られ て きた 。 他方で 、有線・無線を問わ な い 手

段概念で ある 「電気通信」概念 も、従来か ら独 自の 展開 をみ て きた 。
い ずれ の 領

域 に お い て も、 固有の 独 立 行政 機関が 存在 し、 各 々 が規 制 ・監督権限 を行使 す る 。

しか し今後は、「電 子 通信 （communications 　e］ectronique ）」 と い う新概念 を もっ て 、

従来の 「電気 通信」概 念か らの パ ラ ダイム シ フ トを図 るこ とに な っ た 。

　今回 の 報 告の 目的 は、 こ う した新 た な制度設計 の 根拠法 で あ る2004年 の 立 法 を

素材 に 、 「融合」をめ ぐる法制 度設計の 可能性 を模索 す る こ とに あ っ た 。 その た め 、

本報告 で は以 下 llない しIVの 各々 につ きわが 国にお ける法 制度の 内容 との 対比 を

行 い 、 さ ら に そ こ か ら、 当該領域 で の フ ラ ン ス 法 か らの 示 唆 を得 る こ とが 可能な

の か を検証 すべ く努め た 。 本稿で は紙 幅の 制 約上 、 こ う した検討 内容 を大幅 に 割

愛せ ざ る を得 ない
。 よっ て仔細 に つ い て は別稿 に 譲 り

〔2）
、本稿 で は と くに 、フ ラ ン

ス の 新制 度設 計に焦点 を絞 っ た概説 に と どめ お くこ と をお 許 し い た だ きた い
。

ll　 「放送」 お よび 「通 信」な らび に周辺概 念 との 異 同

　「デ ジ タル 経済 に お ける信頼性 に 関す る法 律」 （2004年 6 月21日の 法律、2004年法律第

575号）と「電子通信お よび視聴覚通信役務法」（2004年 7 月 9 日 の 法 律、2004年法 律第669

号） に よる新 た な立 法措 置が 、 最新 の フ ラン ス の 試み で あ る 。

　具体的 に は 前者法 律の 第 1条 の 規 定に よ り、「視 聴覚通信法」（1986年 9 月30日の 法

（1） 本報告 お よび本稿は 、平成 16年度な い し17年度交付 の 科学研究 費補 助金、井上禎男 「放 送 ・

　 通信融合期 に お け る 『放送』をめ ぐる情報法 理 論 の 深 化 とその 発展 可能性 の 解明」（若手研究

　　B 、領域番 号3407、課題 番 …｝16730064） に よる研究成果 の
一

部 で あ る。

（2 ） 井上禎男 「放送 ・通信融合下で の 法制 度設計 の 枠組 み一
フ ラ ン ス 法 を素材 と して

一」人間

　 文化研究 （名古屋 市立大学大学院 人間文化研究科 ）第 4 号 （2006年 1 月発行）所収。
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律、1986年法律第1067号）第 1条お よび 第 2条等が 改正 され る こ とに な り、第 3条の

1が新 設 された。 こ こ で は、「公衆 向けオ ン ライ ン 通 信 （la　communication 　au 　public

en 　ligne）」す なわ ち 「個人の 要求に 基づ くもの で あ り、送信者 お よび 受信者間で の

情報の 相互 交換 を可 能 に す る電子 通信 手段 を用 い た、私信 と して の 性格 を有 しな

い デ ジタル デ ー タの 伝送 い っ さい 」 が 新 た に 規定 さ れ るこ と に な っ た 。 他 方で 、

後者法 律は 、1952年制定の 「郵便 お よび 電気通信法 典（code 　des　postes　et　tel6communi ・

cations ）」（以 ド 「法典」） を改正 し （同法 第 1 条な い し第26条 に よる。法 典 名称 も 「郵便お よび

電子通信法典」に変更 ｝、 さ らに は視聴 覚通 信法 をも改正 する もの で あ る 体 法第27条な

い しag　108条 に よ る 。 な お 、本法 第109条以 下 は 経過規定で あ り、法典 と視聴覚通信法 の 双 方 に かか

る内容〉
（3）

。 こ こ で の 主た る改正 点は 5点 に要約 可 能で あ るが、その うち本稿で は、

と くに 手段概 念 と して の 「電子 通信」の 意義の み に 記述 内容 を絞 る。 つ ま り、組

織 名称に か か る部分 を除い て は 、 法典 中の
、 また視 聴覚通信法第 3条 中の 「電気

通 信 」の 語 を 「電子 通 信」 に置 き換 え る措 置が 採 られ る こ とに な っ た （前者措置は

本法第 1 条、後者措置は本法第27条に よる）。

　今回 の 改正 に よっ て、視聴覚通信法 第 1条第 1項 は、「電子的手段 に よる公衆 へ

の 通信 は 自由で ある」とい う表現 に 改め られ た 。 そ して 第 2条第 1項が 「何 入 も、

あ らゆ る性 質の 符 号、信号 文書 映像 音 を、電子 的 な手段に よっ て 送 信 し、発信

し、受信す る、 電子通 信 をな し得 る」と規 定 し、「電子通 信」概念 の 定義 とその 行

使 の 保障が 明記 され た 。 さ らに は同条 第 2項 が 、「何 人 も、私信 と して の 性 格 を有

しな い あ らゆ る性質の 符号、信号 、 文書、映像、音、 メ ッ セ ー ジ を、電子 通信 の

于段を用 い て 公衆お よび その 一部の 用 に供す る 、 電子的手段に よる公衆へ の 通信

をな し得 る」 こ とを保障 し 、
つ づ く第 3項 で は 、 新 た な 「視聴覚通信」概念 とそ

の 行使の 保障が 明 記 され た 。 すな わ ち 同条第 3項 は 、 「何 人 も、 視 聴覚通信 をな し

得 る 。 視聴覚通 信 とは、公衆の 用 に供する手段で ある と こ ろ の ラ ジオ もしくは テ

レ ビ 役務 に よる公衆 へ あ らゆ る通信、 さ らに 、 ラ ジ オ もし くはテ レ ビ以外の 役務

で あ り、 か つ 通信 デ ジ タル 経済 に お ける信頼性 の ため の 2004年 6 月 21日の 法律 第

575号 第 1条 に 規定 され る公衆 向 けオ ン ラ イン 通信 に 属 さな い 役 務 を、電子的 手段

で 公衆 に通 信 す るこ と い っ さ い をい う」 と規定す る 。

　 こ の よ うに今回導 入 され た 「電子通 信 」の 概 念は 、
これ まで の 「電気通 信 」同

様 、 有線 ・無線を問 わ な い 手段概念で あ る 。 しか しこ の 概念の 導入 に よ っ て
、 私信

（3 ）　 こ れ まで の 枠組 み に つ い て は、井上 禎男 「フ ラ ン ス に お け る 『視聴覚 コ ミ ュ ニ ケー
シ ョ ン

　 の 自由』
− 1980年代 に お けるその 形成 と展開

一
（
一

） （二 ） （三 ・完）」、九 大法学 （九大法学 会）

　 第82号 （2001年 9 月）、第83号 （2 02年 2 月）、第84号 （2002年 9月）所収 を参照 され た い 。

　 なお、今回の こ う した新枠組み に つ い て は 、 す で に （財｝国際通信経済研 究所 『主要国・国際

　 機関に お ける情報通信の 現状 と動向』（2005年 2 月）第 5章 ［佐 々 木勉執筆］や、NHK 放送

　 文化 研究所編 「NHK デ
ー

タブ ッ ク世界 の 放送 2005』 （日 本放送出版 協会 ・2005年） 199頁以

　 下 匚豊田
一

夫執筆］で も紹 介 されて い る。
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性 を有 しな い 電子通信 手段 に よる公衆 向 けの 通信、 よ り具体 的に は イ ン ター
ネ ッ

トの 自
’
由の 保障 が 明確化 され る こ とにな る 。 そ して、 この 点で さ らに 留意す べ き

は一 わ が 国に お け る 「放送」概 念に もか か る問題 と して一
視聴覚通 信法 第 3

条 の 1 の 規定が 、以下の ように規 定 され た こ とで あ る（89年の 抜本改正 で法第 1 条中に

規定 された CSA 匚Conseil　Sup6rieur　de　1’Audiovisuel ：視聴覚高等評議会。「放送」分野相 当の

独立行政機 関］の 規定 が 、別 途 、条 と し て 独 立 補完 さ れ た 。 さ ら に 、下線部分 が 新 た に 挿 入 さ れ た

箇所で あ る）。 第 1項 ： 「独 立機関 で あ る CSA は 、 本法 に 定め られ る諸条件 の もと

で 、 電子 通信の あ らゆ る方式 で の ラ ジオ お よび テ レ ビ にか か わ る視聴覚通信 の 自

由が 行使 され る こ とを保障す る」。第 2項 ：「CSA は、取 り扱 い の うえ で の 平等 を

保障する 。 CSA は 、 ラ ジ オ お よび テ レ ビの 公共 部門 の 独立 と公平性 を確保 す る。

CSA は、 自由競 争の 促進 お よび 役務の 制作者 （aditeurs）と提供 者 〔distributeurs〕 と

の 別 な く、関係施 設 を監守す る 。 CSA は 、放送 番組 の 質 と多様性、国 内の 視聴覚

の 制作お よび 創 造の 発展、 フ ラ ン ス 語お よび フ ラ ン ス 文化 の 擁護 と例証 を監 守す

る 。 CSA は 、放送番組 の 質の 向 ヒに つ い て 、提 言を行 うこ とが で きる」。 第 3 項 ：

「CSA は、本法 に 明 記 され る諸原則の 尊重 に 関す るその 勧告 に つ い て 、ラ ジ オお

よび テ レ ビ役務 の 制作 者お よび 提供者 、な らび に 第 30条 の 5 の 規 定 に 記載 され る

役 務の 制作者 に 対 し、照会 をなす （addresser ）こ とが で きる 。 当該 諸勧告 は、共和

国官報上 に 公表 され る」。

　 こ の よ うに ラ ジ オ ・ テ レ ビ サ ーヴ ィ ス 分 野 に お い て は 、 CSA が 引き続 き重要な

役割 を担 うこ とに な る 。 とい うよ り もむ しろ 、 今後の CSA の 役割 は 、 限 定的な も

の に な っ た と解 され る 。

11t 「融合」 をめ ぐる現状 一地 上デ ジ タル 放送の 展 開 を中心 に 一

　今回の 2004年の 法改正 で は 、 新た に許可 な い しは 周波 数 割 当の 修正 に よ る電波

の 再調整 等迅 速 な移行 を促進 す るため の 措 置 が採 られ る こ とに な っ た 。 しか し地

上 デ ジ タル 放 送 に関す る よ り本 質的 な措置 は、2000年法 （2eOO年 8 月 1 日 の 法 律、2000

年法律第719引 に よる もの で あ る 。

　地上 デ ジ タル 波を用 い るサ ーヴ ィ ス は、 当然の こ とな が ら 「私 信」を目的 と し

な い た め に 、「視聴覚 通信 」の 領域 に属 す る 。 それ ゆ え2000年法 に よる 当該措置 は、

視聴 覚通 信法 の 改正 と して あ らわ れ る （2000年法第38条に よ る視聴覚通信法第26条改 正、

同第45条 に よる 同第30条 の 1 の 如 等 ）。
こ こ で は CSA の 公 共 放 送 局 に対 する優先 的 な

周波数の 割当て や 民 間放送局に 向け た 公募の 手続等に CSA が 関与す る 。

　2000年法 で は 、地 上 デ ジ タル 放 送 に お け る集中排除原則 の 適 用 に つ い て 、 現行

の ア ナ ロ グ放送 の それ に依 拠す る措置 が採 られ て い た 。 しか しこ の 点 に関する憲

法 不適合の 訴 え に つ き、 フ ラ ン ス 憲法 院 は 、2000年判決 （2000−433DC 　du　27　jUillet

2000） に よっ て　　ISP （イ ン タ
ー

ネ ッ ト・サ ー
ヴ ィ ス ・プ ロ バ イダ ）の 責任 の 明確 化措 置
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と、当該措置 をめ ぐる憲法 適合性判断 を行 っ た箇所 とは対照的 に 、
こ こ で は　　憲

法 適合 を判示 して い る 
。 要約す れ ば、既存の ア ナ ロ グ放 送 に つ い て の 集中排除措

置の 枠組 み をデ ジ タル 放送 に もあ て は め る こ と 自体 が、立法裁量 の 観点 か ら 「適

切 なメ カ ニ ズ ム 」 と して評価 され る もの で あ り、 さらに 、 全国規模で デ ジ タル 放

送 を行う同
一

事業者 に つ い て の 49％ の 持 株制 限は 、 「
一般的利 益」か らの 要請 に適

う企 業活 動の 自由へ の 制約 で あ っ て 、それ は多元主義 とい う憲法 上 の 要請 か らみ

て 当該 自由を侵害す る もの とは い えない 、 とす る内容で あ る。

　 もっ と も、実際 問題 と して は種 々 の 事情か ら遅延が 生 じ、 2004年 6 月の CSA 決

定 に よ っ て 、 よ うや く地 上 デ ジ タル 放 送 開始 日が2005年 3 月 1 日 とされ た 。 2005

年 3 月時点 での 全 土 の カ ヴ ァ
ー率 は 40パ ーセ ン トで 、本年 （2005年）末 まで に は、60

パ ーセ ン トに 至 る見通 しとされ る。 しか し、 公式な完 了の 期 限が 明示 され て お ら

ず、人 口 の 約 80パ ー
セ ン トに 至 れ ば完 了 とされ る ため に、残 りの 地 域 で は アナ ロ

グ放送が 継続 され る点で 問題 を残す （5 ）
。

lV　「融合」下 で の 法 制度設計な い しは 行政 介入 の あ りか た

　2004年改正後の 行政 介入 をめ ぐる組織設計 は、  「視聴覚通信」＝ CSA （前述 した

第 3 条 の 1 に よ る職務原則お よび 所掌の 明確化 ）、   「電気通信」→ 「電子 通信」＝ ART （電

気通信規制機関 ：Autorite　de　R6gulation　des　T616communication ． 98年の 電気通信完全 自由

化に 対応す る ため に 制定 され た「96年電気通信規制法」（1996年 7 月29日の 法律 、1996年法律第 659

号 ）に よる 「法 典」改正 に よっ て、「通信」領域 で の 独立規制機 関と して新 設 され た組織。なお、

さらに 現在 で は、電子通信 と郵便 に 対応す る組織 へ と再編 され て い る。最新 の 状 況 に つ い て は、本

稿 の 注 （2 ）論文 の 続編 と して 「季刊 ・行政管理 研究」第 115号 （2006年 9 月発行）で 紹 介す る予 定 で

あ る） とな る 。

　  の 領域 に つ い て は 、 今回 、 2004年法第 1条 な い し第26条 に よる法 典改正が 行

わ れ た。 ユ ニ バ ーサ ル ・サ ー ヴ ィ ス へ の 関与 （法典 L35条以下）や市場分析 （法典 L

37条 の 1以 下 ）
、 料金規制 （法典 L36 条 の 7 、L35 条 の 2 、L38 条 の 1 ）、情報収 集・調査権

（法典 L．32条の 4 ）、 紛争解決手続 ・係争 （法典 L36 条 の 8）等、全般 的 に ART の 権 限

は強 化 されて い る 。 また、公衆 向け の ネ ッ トワ ー クの 構築 とそ こ で の サ ーヴ ィ ス

提 供 に つ い て は、こ れ まで 大 臣に よる許 可制 が 採 られ て い た 。 しか し今後 は、ART

へ の 届出制 へ と緩和 された （法 典 L33 条 の 1 ）。 その 反面、 こ れ まで 自由で あ っ た イ

ン ター ネ ッ トア クセ ス の 提供 につ い て は 、 新た に ART へ の 届 出 を要する こ と に

な っ た （法典 L33 条の 1 ）。 この 点 も今回の 2004年の 法改正 の 大 きな特色 とい え る 。

（4） 邦語 に よる判例解 説 と して 、清 田雄治 「コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン ｛イ ン タ
ー

ネ ッ ト） の 自由」

　 フ ラ ン ス 憲法研究会編 『フ ラ ン ス の 憲法判例』（信山社 ・2002年）171頁以下ほ か が あ る。

（5 ｝　 当該事情に つ き参照、（財）国際通信経済研究所「主要国に お ける地 上 デ ジ タル 放送 の 動向」

　 海外電気通信2004年 10月号15− 17頁 。
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フ ラ ン ス に お け る 放送 と通信 の 融合　井 上

　 よ っ て 、 フ ラ ン ス で は 、  CSA が
“

マ ズ を対象 にす る電子 通信に よる視 聴覚

通信の ソ フ ト（中心 ）お よび ハ
ー

ド面 を所管 し、  ART が 通常はプ ライベ
ー

トな、

私信 と して の 電子通信 の 技術 ・ハ
ー

ド面 を所管 して い る 。

　 しか しこ こ で 1よ こ うした二 元的 な独立行政機 関に よる 当該領域で の 行政介 入

の あ りか たが 、 「融合」の 現状 か らみ て適宜 か 否か を思料する必要が あ るだ ろ う。

もっ と も、事 実上 は 、両組織 間で の 人事交流や 対話 が 行 われて お り、また、ADSL

や移 動体 通信上 で の テ レ ビ受信 の 現 実等に 鑑 み れば、テ レ コ ム の ネ ッ トワ ー ク と

視聴覚 通信 との 垣 根、 あ るい は個 人で 楽 しむ もの と
“
マ ス

”
との 垣根が 区分 され

に くくな っ て い る状況 が生 じて い る こ とか ら 、
こ こ で の 案件管轄 をめ ぐる意見 交

換 も行 っ て い る ようで ある。 そ して、今後の 両機関の 統合可 能性 に関 して は、ART

と CSA との 間 で は温度差 が ある 〔6｝
。 その 他、と くに 電気／電 子通信 領域 で は 、 無線

周波 数監 理機 関で あ る周波数庁 ANFR （Agence　Nationale　des　Frequences）や政策機

関 で あ る経済 財政 産業省 （Mnistere　de 　］
’Economle，　des　Finances　et　de　rlndustrie） と の

相互関係 ・ 役割分担の 問題 もある 。 また ART に は 、 さ らに は視聴覚通信領域 の

CSA に も、固有の 周波数権 限の 行使が 認 め られ る 。 そ の ため 、 組 織設計上 の 課題

を検討す る際に もなお 留意すべ き点は 多 い
。

V 　 結　話 一 日本法 へ の 示唆可能性一

　「視聴党通信」 と手段概念 と して の 「電気／電子 通信」概 念を立 て るフ ラ ン ス で

は 、 1982年以 降 3度、 「視 聴覚通信 」領域 の 独 立 規制機 関が 変遷 した （現 行機関 CSA

は 、86年視聴覚通信法 の 89年改 正 に よ っ て設立 され た。詳細 は 井 ヒ註釈 （3）論文に譲 る）。 そ して

96年 電気通 信 規制法 に 基づ い て 97年 に ART が活動 を開 始 して か ら は 、「電気／電

子 通信」領域 に お ける独立規制機関 との 並存体制が 維持 されて きた 。

　 その た め 、 わが 国に お け る長年の 懸案事項 で ある、 当該領域 に お け る独立 行政

委員会制 度の
“
復活

”
の 要請か らす れ ば 、 こ う した フ ラ ン ス の 経験 は 注 目され て

よ い だ ろ う。 また 、そ の 実質的 な
“

親和性
”

に つ い て も認 め られ る もの と考え て

い る 。 もっ と も、 両国の 法制度設計上 の い わば
“

類似点
”

を見出す こ とが 「比較

法 」の 方法論 と して果 た して適宜 なの か 、 い まだ確 証 を得 て は い な い
。

　 こ こ で仮 に 示 唆 を得 る ため の 俎上 に 載 っ た と して も、 な お法制 度設計の 背 後に

ある
“

理 念
”

に は十分 な 目配せ を して お か な けれ ば な らな い だ ろ う。 フ ラ ン ス に

お ける問題 が 、 「公 的 自由 libert6s　publiques」 と 「人権 droits　de　l’ homme 」 と

の か か わ りに お い て生 じて い る こ とか らすれば、 そ れは なお さ らの こ とに な る。

（6 ） 2005年 3 月 14日 お よび 15日 に、CSA 欧州お よ び 国際問題 担 当部長 Laurent　AMAR 氏、

　 ART 法 務部長 Bernard 　MESSIAS 氏 、同法務部 Florence　 RIOU 氏、同 エ コ ノ ミ ス ト

　 Audrey　BAUDRIER 氏 へ の イ ン タヴ ュ
ー

を行 っ た 。 そ の 回答に よ る が 、詳細 は （2 ）論文 に

　
．
譲 る。
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分科会 A （九州公法判例研究会）

対 照的に 、わ が 国にお け る 「人権」「権利」「自由」 の観 念区分が 、現実問題 と し

て あい まい で あ る こ とか らす る と、 こ こ で の
“
理 念

”
と、実際の

“
法制度 設計

”

を架橋 し、「法 律」に 「人権 」を嚮導 す る思 考や理 論 的な枠組 み を提示す る こ と も

また 、 残 された課題 と い うこ と に な る （仔 細 は注 （2）掲載 の 別稿 に 譲 らせ て い た だ く1。

　わ が 国で 「放 送 」と 「通信」の 区分 を今後 も維持す るの な らば、 「通 信」領域 に

お け る規 則緩 和・競争原理 の 導入 を現実問題 と して後退 させ る こ とは で きない
。 そ

れ な らば 、
一定の 規制 余地 を 「放送 」領域で 残 す、 と い う選 択 もあ り得 るか もし

れ な い
。 現 実的 な両者 の

‘6
分 化

”

が 本質的 な もの か 、 また こ れ まで の 議論 の 汎用

性 と い う観 点か ら も、 「放送 」をス タ ン ス に 「融 合」の 地 平 を探 る こ とが 至 当だ ろ

う。 そ れ な らば 、 お そ ら くは、今 日の 「融合」状 況
一
ドで も 「放 送 」 に 「変わ らぬ

役割 」を期待 し、今後の 「放 送 」メ デ ィ ア の 存在意義をい ま再考する こ とこ そが 、

あ るべ き途 なの か もしれ な い （η
。

　 しか し、 こ うした い わば現 実的 な選択肢 を採 っ て み て も、 こ れか らの 存在意義

に 応 じた 「放送」像構 築の 際 に 、 「放送」の 法 として の 概念 自体 を検 討す るこ とは

不可避で あ る。 こ こ で 生ず る新 たな概念 をなお 「放送」 とい う言 葉で 表現すべ き

なの か 。対照的 に 、現 行の 「放送」概念 を放棄 して 「通信」へ と収 斂 させ て ゆ く

べ きか 。 行政介 入 の あ りか た も含 め こ こ で 、 フ ラ ン ス の 経験 か ら学ぶ 意義は 失わ

れ な い だ ろ う。

（い の うえ ・よしお ＝ 名古屋市立大学大学院助教授）

（7 ）　 参照、長谷部恭 男「プ ロ
ー

ドパ ン ド時代 の 放送 の 位置づ け
一憲法論的視点か ら

一」長谷部＝

　 金編
ア法律か ら考え る公共性 』公共哲学 12 （東 京大学 出版会 ・2004年） 所収。

一 　6

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　


